
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
（
二
）

効
率
化
と
ア
ク
セ
ス
保
障

濱

野

亮

は

じ

め

に

一

カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
の
位
置

概

観

近
年
の
制
度
改
革
の
構
図
（
以
上
、『
立
教
法
学
』
六
〇
号
）

二

一
九
九
〇
年
代
の
推
移
（
以
上
、
本
号
）

三

ア
ク
セ
ス
保
障
の
た
め
の
諸
方
策
と
課
題

お

わ

り

に

二

一
九
九
〇
年
代
の
推
移

１
）

カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
の
手
続
が
開
始
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
は
、
大
き
く
、
二
つ
の
類
型
に
区
別
さ
れ
る
。issu

in
g
a
cla
im

fo
rm

（
わ
が
国
の
訴
状
の
提
出
に
相
当
）
と
、
申
立p

etitio
n

（
個
人
及
び
会
社
破
産
申
立
、
離
婚
・
別
居
申
立
、
養
子
申

1
立
等
）
で

2
あ
る
。

前
者
を
訴
訟
事
件
、
後
者
を
申
立
事
件
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
全
体
で
は
、
訴
訟
事
件
が
多

数
を
占
め
て
い
る
。
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カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
の
訴
訟
新
受
件
数
を
訴
額
別
に
み
る
と
、

一
九
九
九
年
度
で
、
新
受
件
数
の
四
七
・
三
％
が
千
ポ
ン
ド
（
日
本

円
で
約
二
〇
万
円
）
以
下
、
二
八
・
六
％
が
千
ポ
ン
ド
超
五
千
ポ
ン
ド

（
約
一
〇
〇
万
円
）
以
下
、
す
な
わ
ち
、
原
則
と

3
し
て
少
額
請
求
ト
ラ

ッ
クsm

a
ll
cla
im
s
tra
ck

（
一
九
九
九
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
新

民
事
訴
訟
規
則
に
基
づ
く
）
に
該
当
す
る
事
件
が
七
五
・
九
％
を
占

4
め
る
。
五
千
ポ
ン
ド
超
一
万
五
千
ポ
ン
ド
以
下
（
原
則
と
し
て
迅
速

ト
ラ
ッ
クfa

st
tra
ck

に
該
当
）
が
八
・
九
％
で
あ
り
、
一
万
五
千
ポ

ン
ド
超
二
万
五
千
ポ
ン
ド
（
約
五
〇
〇
万
円
）
以
下
が
三
・
二
％
で
あ

る
。
前
稿
で
述
べ
た
よ

5
う
に
、
こ
こ
ま
で
が
裁
判
所
の
振
り
分
け
政

策
上
、
原
則
と
し
て
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
で
審
理
す
る
の
が
適
切

と
さ
れ
て
い
る
ゾ
ー

6
ン
で
、
八
八
％
を
占
め
て
い
る
。
二
万
五
千
ポ

ン
ド
超
は
一
・
二
％
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
他
にu

n
liq
u
id
a
ted

cla
im
s

（
金
額
が
特
定
さ
れ
な
い
請
求
）
が
一
〇
・
八
％
を
占
め
て

7
い
る
。
日
本
の
簡
易
裁
判
所
の
事
物
管
轄
上
限
（
九
〇
万
円
）
に
ほ

ぼ
相
当
す
る
一
〇
〇
万
円
以
下
の
事
件
が
多
く
を
占
め
て
い
る
も
の

の
、
一
割
程
度
は
そ
れ
を
超
え
五
〇
〇
万
円
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
り
、

一
般
市
民
に
と
っ
て
は
少
額
と
は
い
え
な
い
事
件
も
カ
バ
ー
し
て
い

る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

立教法学 第62号（2002)

金銭請求訴訟

不動産明渡請求訴訟

個人破産申立

会社清算申立

養子縁組申立

離婚・別居等申立

［図 1］ カウンティ・コートの新受件数の内訳

訴訟と主要申立（1999年)
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次
に
、
訴
訟
と
各
種
申
立
を
あ
わ
せ
た
新
受
事
件
の
内

容
別
内
訳
を
見
て
み
よ
う
（﹇

8

図

1
﹈
。
一
九
九
九
年

度
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
新
受
件
数
合
計
は
、
約
二
一

九
万
件
、
う
ち
、
最
も
多
く
を
占
め
る
の
が
金
銭
請
求
訴

訟
で
八
〇
・
二
％
（
約
一
七
六
万
件

、
続
い
て
不
動
産
明

渡
請
求
訴
訟
が
一
〇
・
九
％
（
約
二
四
万
件
）
で
あ
り
、
こ

の
二
つ
で
新
受
件
数
の
九
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。
そ
の

他
と
し
て
は
、
家
事
事
件
の
う
ち
離
婚
・
婚
姻
無
効
・
裁

判
手
続
に
基
づ
く
別
居ju

d
icia
l
sep
a
ra
tio
n

の
各
申

立
合
計
で
七
・
六
％
（
約
一
七
万
件

、
個
人
破
産
申
立

〇
・
八
七
％
（
約
二
万
件
）
と
続
い
て
い
る
。
金
銭
請
求

事
件
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
、
取
立
機
関
と
し
て
の
一
面

を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
、
賃
貸
住
宅
明
渡
訴
訟

や
、
住
宅
ロ
ー
ン
債
務
不
履
行
（
譲
渡
抵
当
権
の
実
行
）

に
よ
る
不
動
産
明
渡

9
訴
訟
は
、
正
義
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
点

か
ら
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
後
に
述
べ
る
よ

う
に
、
不
動
産
明
渡
訴
訟
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
カ
ウ
ン

テ
ィ
・
コ
ー
ト
で
主
に
扱
わ
れ
、
か
つ
近
年
増
加
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
敗
訴
し
た
場
合
の
被
告
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト

イングランドのカウンティ・コート（２)（濱野 亮）

［図 2］ カウンティ・コートの訴訟新受件数

金銭請求訴訟と不動産明渡請求訴訟

不動産明渡請求訴訟

金銭請求訴訟
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の
大
き
さ
か
ら
、
法
律
相
談
、
本
人
訴
訟
支
援
や
法
律
扶
助
の
重
要
性
が
政
府
に
よ
っ
て
も
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
の
新
受
件
数
の
推
移
を
、
金
銭
請
求
訴
訟
と
不
動
産
明
渡
請
求
訴
訟
に
限
定
し
て
見
て
み
よ
う

（﹇
図

2
﹈
。
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
全
体
の
新
受
件
数
の
う
ち
、
こ
の
二
つ
の
事
件
が
占
め
る
比
率
は
、
一
九
九
九
年
度
で
、
九
一
・

一
％
で
あ
り
、
こ
の
動
き
が
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
全
体
の
動
向
を
示
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
。

制
度
の
変
更
の
た
め
、
統
計
上
多
少
の
不
統
一
は
あ
る
が
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
に
お
け
る
金
銭
請
求
訴
訟
と
不
動
産
明
渡
訴
訟

の
合
計
新
受
件
数
は
、
戦
前
か
ら
一
九
七
〇
年
代
末
ま
で
、
ほ
ぼ
同
一
の
水
準
（
一
二
〇
万
な
い
し
一
五
〇
万
件
）
で
推
移
し
て

10
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
八
〇
年
前
後
か
ら
顕
著
な
増
加
傾
向
を
示
し
、
一
九
九
〇
年
に
は
約
三
八
〇
万
件
に
達
し
た
。
先
の
い
わ
ば

衡
水
準
の
二
倍
を
超
え
る
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
寄
与
し
て
い
る
の
は
、﹇
図

2
﹈
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
金
銭
請

求
訴
訟
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
一
九
八
〇
年
前
後
以
降
、
新
受
件
数
が
増
加
傾
向
を
強
め
る
の
は
、
別
稿
で
示

し
た
よ

11
う
に
、
わ
が
国
の
簡
易
裁
判
所
、
地
方
裁
判
所
の
新
受
件
数
の
動
向
と
共
通
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

元
来
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
や
簡
易
裁
判
所
は
、
市
民
の
た
め
の
身
近
な
権
利
実
現
の
手
続
、
紛
争
解
決
の
場
を
制
度
上
標
榜
し

て
き
た
も
の
の
、
現
実
に
は
、
企
業
（
業
者
）
に
よ
る
少
額
債
権
取
立
訴
訟
に
占
領
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
や
消
費
者
金
融
の
普
及
、
割
賦
販
売
の
大
衆
化
、
す
な
わ
ち
消
費
者
信
用
の
膨
張
と
と
も
に
一
層
顕
著
に
な
る
。
一
九
八
〇
年

代
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
（
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
下
の
持
ち
家
促
進
政
策
に
よ
る
住
宅
ロ
ー
ン
も
こ
れ
に
加
わ

る
）
な
ど
を
通
じ
て
消
費
者
（
特
にlo

w
er
m
id
d
le
cla
ss

とw
o
rk
in
g
cla
ss

）
に
対
す
る
信
用
供
与
が
著
し
く
か
つ
急
速
に
拡
大
し
た

時
期
で
あ

12
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
を
画
期
と
す
る
金
銭
請
求
訴
訟
と
不
動
産
明
渡
訴
訟
合
計
新
受
件
数
の
動
き
は
、
こ
れ
と
符
合
し
て

い
る
。

消
費
者
信
用
に
お
い
て
債
務
不
履
行
は
一
定
の
確
率
で
折
り
込
み
ず
み
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
や
簡
易
裁
判

所
は
、
現
代
の
消
費
社
会
が
成
立
す
る
上
で
不
可
欠
の
機
構
と
し
て
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
機
能
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
債
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務
者
た
る
消
費
者
に
対
す
る
法
律
情
報
の
提
供
、
法
的
に
正
当
な
権
利
の
保
障
、
合
理
的
で
妥
当
な
債
務
整
理
の
実
現
、
す
な
わ
ち
正

義
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
重
要
課
題
に
な
る
。
他
方
で
、
こ
れ
ら
以
外
の
紛
争
類
型
に
関
し
て
一
般
市
民
に
正
義
と
紛
争
解
決
の
場
を
提
供

す
る
と
い
う
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
等
本
来
の
理
念
に
照
ら
し
て
、
制
度
の
あ
り
方
を
再

す
る
動
き
が
法
的
空
間
の
内
外
か
ら
生
ま

れ
ざ
る
を
得
な
い
宿
命
に
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
場
合
、
こ
れ
に
加
え
て
、
前
稿
で
述
べ
た
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
と
ハ
イ
・
コ

ー
ト
の
歴
史
に
由
来
す
る
両
者
間
関
係
の
非
合
理
性
、
バ
リ
ス
タ
と
ソ
リ
シ
タ
の
二
分
制
が
も
た
ら
す
葛
藤
と
矛
盾
が
関
係
者
に
意
識

さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
り
、
新
受
件
数
の
急
増
と
そ
れ
に
伴
う
訴
訟
遅
延
（
後
に
示
す
よ
う
に
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
だ
け
で
な

く
、
ハ
イ
・
コ
ー
ト
も
同
様
）
と
い
っ
た
司
法
の
機
能
不
全
は
、
単
純
な
効
率
化
、
事
物
管
轄
の
改
正
で
は
済
ま
な
い
抜
本
的
な
改
革
を

要
請
す
る
結
果
と
な
る
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
下
で
の
福
祉
国
家
解
体
政
策
、
専
門
職
階
層
へ
の
攻
撃
、
競
争
原
理
の
強
化
政
策
を
触
媒

と
し
て
、
一
九
九
〇
年
の
改
革
に
よ
り
裁
判
所
制
度
と
法
律
家
制
度
の
原
理
的
改
革
に
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
、
一
九
九
〇
年
代
の
民
事
司

法
改
革
に
よ
る
訴
訟
抑
制
政
策
と
リ
ー
ガ
ル
エ
イ
ド
制
度
の
根
本
的
改
造
に
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
鮮
明
に
司
法
統
計
は
示
し
て
い
る
（
前
掲
﹇
図

2
﹈
参
照

。
す
な
わ
ち
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
の
新
受
件
数
は
、

一
九
八
〇
年
代
末
と
一
九
九
〇
年
代
初
頭
の
間
に
大
き
な
断
層
が
あ
り
、
一
九
九
〇
年
代
初
等
は
、
一
段
高
い
水
準
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
一
九
九
〇
年
の
裁
判
所
お
よ
び
リ
ー
ガ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
法
（C

o
u
rts
a
n
d
L
eg
a
l
S
erv
ices

A
ct

）
の
制
定
に
よ

り
、
従
来
ハ
イ
・
コ
ー
ト
で
扱
わ
れ
て
い
た
事
件
の
多
く
が
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
で
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
一
九
九
一
年
以
降
は
、
新
受
件
数
は
緩
や
か
に
減
少
を
続
け
、
一
九
九
八
年
に
は
一
九
八
八
年
の
水
準
（
二
三
〇
万
件
弱
）

に
戻
っ
て
い
る
。
一
九
九
九
年
四
月
か
ら
は
ウ
ル
フ
改
革
に
基
づ
く
新
し
い
民
事
訴
訟
規
則
が
施
行
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
九
九
年
の

新
受
件
数
は
、
一
九
九
八
年
ま
で
の
水
準
よ
り
さ
ら
に
低
く
な
っ
て
い
る
。
ウ
ル
フ
改
革
は
、
訴
訟
提
起
を
抑
制
す
る
様
々
な
工
夫
を

施
し
て
お
り
、
そ
の
効
果
が
現
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
リ
ー
ガ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
に
伴
う
リ
ー
ガ

ル
エ
イ
ド
改
造
（
条
件
付
成
功
報
酬
に
よ
る
代
替
を
含
む
）
の
影
響
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
見
き
わ
め
る
に
は
、
今
後
さ
ら
に
推
移
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を
み
る
必
要
が
あ
る
も
の
の
、
最
新
の
司
法
統
計
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
一
年
ま
で
カ

ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
の
金
銭
請
求
訴
訟
と
不
動
産
明
渡
訴
訟
の
合
計
新
受
件
数
は
、

一
貫
し
て
減
少
を
続
け
て
い
る
の
で

13
あ
る
。

以
上
の
動
き
は
、
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
金
銭
請
求
訴
訟
の
動
き
を
反
映
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
不
動
産
明
渡
訴
訟
は
、
か
つ
て
は
金
銭
請
求
訴
訟
と
の
合
計

数
の
七
％
程
度
（
一
九
九
〇
年
）
で
あ
っ
た
が
、
近
年
、
比
率
を
高
め
て
き
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
不
動
産
明
渡
訴
訟
が
合
計
件
数
に
占
め
る
比
率
は
一
九
九
四
年
に
六
・

四
％
と
底
を
打
ち
、
以
後
上
昇
、
一
九
九
九
年
に
は
一
二
％
を
占
め
て
い
る
。
上
昇

傾
向
は
そ
の
後
も
続
い
て
い
る
（
二
〇
〇
一
年
で
一
三
・

14
六
％

。
後
に
述
べ
る
よ
う

に
、
不
動
産
明
渡
訴
訟
の
被
告
の
た
め
の
助
言
・
支
援
サ
ー
ビ
ス
ス
キ
ー
ム
が
カ
ウ

ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
を
ベ
ー
ス
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
リ
ー
ガ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と

し
て
展
開
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
背
景
の
一
つ
に
は
、
こ
う
し
た
不
動
産
明
渡
訴
訟

の
比
重
の
増
大
が
あ
る
。
不
動
産
明
渡
訴
訟
は
ハ
イ
・
コ
ー
ト
に
も
管
轄
権
が
あ
る

が
、
大
部
分
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
で
扱
わ
れ
て

15
い
る
。
そ
し
て
、
同
じ
カ
ウ
ン

テ
ィ
・
コ
ー
ト
を
舞
台
に
し
た
事
件
で
あ
っ
て
も
、
少
額
の
金
銭
請
求
訴
訟
と
比
較

し
て
、
不
動
産
明
渡
訴
訟
は
、
被
告
に
と
っ
て
、
そ
の
結
果
が
生
活
の
継
続
不
能
に

直
結
す
る
深
刻
な
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
く
、so

cia
l
ex
clu
sio
n

の
問
題
と
し
て
ホ

ー
ム
レ
ス
な
ど
の
権
利
保
護
・
生
活
保
障
・
社
会
へ
の
統
合
が
真
剣
に
議
論
さ
れ
、

労
働
党
政
府
が
重
要
な
政
策
的
論
点
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
た
め
、
注
目
を
集
め

［図 3］ カウンティ・コートの不動産明渡請求訴訟新受件数の内訳（1999年)

地方自治体による譲渡抵当権に基づく明渡

他の主体による譲渡抵当権に基づく明渡

地方自治体、住宅団体によるその他の明渡

私人の家主によるその他の明渡
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て
い
る
。
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
の
不
動
産
明
渡
訴
訟
に
関
す
る
正
義
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
本
人
訴
訟
支
援
、
リ
ー
ガ
ル
エ
イ
ド
の
問
題

は
、
従
来
あ
ま
り
学
問
的
に
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
法
社
会
学
者
の
中
に
は
、
研
究
課
題
と
し
て
の
重
要
性
を
指
摘
し
、

研
究
を
開
始
し
て
い
る
者
が

16
い
る
。

不
動
産
明
渡
訴
訟
の
内
容
を
見
る
と
（﹇
図

3
﹈
、
最
も
多
い
の
が
、
私
人
以
外
の
賃
貸
人
（
地
方
自
治
体
やh

o
u
sin
g
a
sso
cia
-

tio
n

17
な
ど
）
に
よ
る
明
渡
請
求
（
譲
渡
抵
当
権m

o
rtg
a
g
e

に
基
づ
く
も
の
を
除
く
）
で
五
七
％
（
一
九
九
九
年
）
を
占
め
る
。
続
い
て
、

譲
渡
抵
当
権m

o
rtg
a
g
e

に
基
づ
く
明
渡
請
求
で
地
方
自
治
体
以
外
を
原
告
と
す
る
も
の
（
住
宅
ロ
ー
ン
債
務
不
履
行
な
ど
）
が
三
四
％

を
占
め
て
い
る
。
賃
貸
人
に
よ
る
明
渡
請
求
が
過
半
数
を
占
め
る
が
、
住
宅
ロ
ー
ン
債
務
不
履
行
が
多
い
と

え
ら
れ
る
譲
渡
抵
当
権

に
基
づ
く
明
渡
請
求
も
四
割
弱
を
占
め
て
い
る
。
地
方
自
治
体
の
提
供
す
る
フ
ラ
ッ
ト
は
一
般
的
に
低
所
得
者
層
が
多
く
、
明
渡
が
命

じ
ら
れ
る
と
大
き
な
打
撃
な
い
し
ホ
ー
ム
レ
ス
に
結
び
つ
き
か
ね
な
い
。
ま
た
、
住
宅
ロ
ー
ン
の
不
払
い
に
よ
る
明
渡
事
件
も
、
一
九

八
〇
年
代
以
来
、lo

w
er
m
id
d
le
cla
ss
やw

o
rk
in
g
cla
ss

の
持
ち
家
率
の
高
ま
り
を
背
景
と
し
て
、
景
気
の
低
迷
と
と
も
に
増
大

し
、
債
務
者
と
そ
の
家
族
に
深
刻
な
打
撃
を
与
え
う
る
。
一
九
九
〇
年
代
後
半
は
比
較
的
景
気
が
良
か
っ
た
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に

明
渡
訴
訟
件
数
は
増
大
し
て
い
る
の
で
あ
り
（
ま
た
﹇
図

4
﹈
も
参
照

、
景
気
低
迷
と
共
に
急
増
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

な
お
、
金
銭
請
求
訴
訟
と
不
動
産
明
渡
訴
訟
以
外
で
は
、
離
婚
・
別
居
等
申
立
が
多
く
、
一
九
九
〇
年
代
は
、
緩
や
か
な
減
少
傾
向

を
示
し
つ
つ
一
七
万
〜
二
〇
万
件
を
記
録
し
て
い
る
（﹇
図

4
﹈
。
家
族
問
題
の
裁
判
所
管
轄
は
複

18
雑
で
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
以

外
に
も
ハ
イ
・
コ
ー
ト
等
も
管
轄
権
を
持
ち
、
ま
た
、
全
て
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
が
管
轄
権
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
に

注
意
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
全
体
で
二
〇
万
件
程
度
の
新
受
件
数
水
準
は
、
不
動
産
明
渡
訴
訟
の
そ
れ
を
少
し

下
ま
わ
っ
て
い
る
程
度
で
あ
り
同
様
に
重
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
比
較
の
た
め
に
、
ハ
イ
・
コ
ー
ト
の
第
一
審
新
受
件
数
の
推
移
を
見
て
み
よ
う
。
ハ
イ
・
コ
ー
ト
全
体
の
う
ち
、
カ
ウ
ン

テ
ィ
・
コ
ー
ト
と
管
轄
事
件
が
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
ク
ィ
ー
ン
ズ
・
ベ
ン
チ
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ンQ

u
een
’s
B
en
ch

19

D
iv
isio
n

（
以
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［図 4］ カウンティ・コートの新受件数の内訳 金銭請求訴訟を除く訴訟と主要申立

個人破産申立

養子縁組申立
不動産明渡請求訴訟
会社清算申立
離婚・別居等申立

［図 5］ ハイ・コート（クィーンズ・ベンチ・ディヴィジョン）の訴訟新受件数
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下
Ｑ
Ｂ
Ｄ
と
略
称
）
に
つ
い
て
調
べ
る
と
、
一
九
九
〇
年
代
に
、
そ
れ
ま
で
の
急
増
傾
向
が
劇
的
に
反
転
し
、
減
少
し
続
け
た
こ
と
が

わ
か
る
（﹇
図

5
﹈
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
九
年
以
降
、
ハ
イ
・
コ
ー
ト
の
Ｑ
Ｂ
Ｄ
の
新
受
件
数
も
増
加
に
転
じ
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
増

加
を

20
続
け
、
一
九
七
九
年
は
約
一
五
万
件
だ
っ
た
の
が
、
一
九
九
〇
年
に
約
三
七
万
件
を
記
録
し
た
。
こ
れ
は
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー

ト
の
増
加
率
と
ほ
ぼ
パ
ラ
レ
ル
で
、
二
倍
超
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
九
二
年
か
ら
急
激
に
減
少
し
（
二
七
万
件
、
二

年
間
で
三
割
弱
減
少

、
以
降
、
一
貫
し
て
減
少
を
続
け
て
い
る
。
一
九
九
二
年
の
大
幅
な
減
少
は
、
一
九
九
〇
年
法
と
そ
れ
に
基
づ
く

カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
へ
の
事
件
の
配
分
政
策
に
よ
る
部
分
が
大
き
い
と
さ
れ
て

21
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
一
貫
し
た
減
少

は
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
の
新
受
件
数
の
減
少
傾
向
と
あ
わ
せ
て

え
る
と
、
配
分
政
策
だ
け
で
な
く
、
双
方
の
裁
判
所
を
通
じ
て
、

訴
訟
提
起
件
数
な
い
し
新
受
件
数
全
体
の
減
少
傾
向
が
基
礎
に
あ
る
と

え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、﹇
図

5
﹈
か
ら
明
ら
か
な

よ
う
に
、
ハ
イ
・
コ
ー
ト
の
Ｑ
Ｂ
Ｄ
の
新
受
件
数
の
趨
勢
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
の
急
増
と
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
の
急
減
、
後
半

の
一
貫
し
た
減
少
が
顕
著
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
半
ば
ま
で
は
、
一
五
万
件
か
ら
二
五
万
件
の
間
を
上
下
す
る
波
動
を
描
い
て
い
た

が
、
一
九
九
〇
年
ま
で
一
本
調
子
で
急
増
し
、
以
後
大
幅
に
下
落
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
は
、
急
増
期
前
の
ボ
ト
ム
を
割
り
込
む
低
い

水
準
に
落
ち
込
ん
で
い
る
。
一
九
九
九
年
の
ウ
ル
フ
改
革
実
施
後
の
減
少
は
、
さ
ら
に
驚
異
的
で
、
二
〇
〇
一
年
の
新
受
件
数
は
約
二

万
二
〇
〇
〇
件
に
過
ぎ

22
な
い
。
こ
れ
は
、
最
高
水
準
を
記
録
し
た
一
九
九
〇
年
の
わ
ず
か
五
・
八
％
に
と
ど
ま
る
。
二
〇
〇
一
年
の
対

前
年
減
少
比
は
二
〇
％
に
及
ん
で
い
る
。

ち
な
み
に
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
と
ハ
イ
・
コ
ー
ト
の
Ｑ
Ｂ
Ｄ
の
新
受
件
数
を
合
計
し
て
み
る
と
﹇
図

6
﹈
の
よ
う
に
な
る
。
圧

倒
的
多
数
が
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
の
新
受
件
数
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
が
、
一
九
九
二
年
以
降
、
双
方
合
計
数
も
ほ
ぼ
一
貫
し

て
減
少
し
て
い
る
様
子
が
明
ら
か
で
あ
る
。

一
九
九
〇
年
代
は
じ
め
に
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
の
新
受
件
数
が
ピ
ー
ク
に
達
し
た
の
は
、
訴
訟
全
体
の
件
数
の
増
加
傾
向
の
中
で
、

C
iv
il
Ju
stice

R
ev
iew

の
提
言
を
受
け
て
行
わ
れ
た
、
一
九
九
〇
年
の
裁
判
所
お
よ
び
リ
ー
ガ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
法
（C

o
u
rts

a
n
d
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L
eg
a
l
S
erv
ices

A
ct

）
の
制
定
と
そ
れ
に
基
づ
く
改

革
の
結
果
、
従
来
ハ
イ
・
コ
ー
ト
で
扱
わ
れ
た
事
件

が
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
に
振
り
向
け
ら
れ
た
た
め

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
カ
ウ
ン
テ

ィ
・
コ
ー
ト
の
新
受
件
数
の
減
少
傾
向
に
つ
い
て
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
も
、
そ
の
要
因
に
つ
い
て
十
分
な

分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

23
な
い
。

一
九
九
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
経
済
は
好
況
が
続
い
た
が
、
こ
れ
は
、
金
銭
債
務

不
履
行
事
例
自
体
の
減
少
を
通
じ
て
、
金
銭
債
権
回

収
訴
訟
や
、
住
宅
ロ
ー
ン
や
賃
料
債
務
不
履
行
に
伴

う
不
動
産
明
渡
訴
訟
等
の
減
少
に
寄
与
し
た
要
因
の

一
つ
と

え
ら

24
れ
る
。
ま
た
、
紛
争
が
訴
訟
と
し
て

顕
現
す
る
過
程
を
妨
げ
る
諸
要
因
と
し
て
は
、
理
論

的
に
、
裁
判
所
手
数
料
の
引
き
上
げ
の
影
響
、
裁
判

所
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
が
も
つ
シ
ー
リ
ン
グ
効
果
、
訴
訟

提
起
の
断
念
や
訴
訟
提
起
前
の
和
解
を
促
す
よ
う
な

裁
判
所
・
弁
護
士
・
当
事
者
の
諸
条
件
の
変
化
（
例
え

ば
、
ウ
ル
フ
報
告
書
に
表
現
さ
れ
て
い
る
思
想＝

訴
訟

［図 6］ ハイ・コート（クィーンズ・ベンチ・ディヴィジョン）と

カウンティ・コートの新受件数の合計

カウンティ・コートの訴訟・申立（主要類型）新受件数合計
クイーンズ・ベンチ・ディヴィジョンの訴訟新受件数
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は
最
後
の
手
段
で
あ
り
極
力
回
避
す
べ
し
、
訴
訟
提
起
前
の
交
渉
や
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
よ
り
解
決
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
い
っ
た
観
念
が
、
一
九
九
〇
年

代
半
ば
以
前
よ
り
実
務
家
に
影
響
を
与
え
て
い
た
可
能
性

24
ａ

が
あ
り
、
ま
た
、
リ
ー
ガ
ル
エ
イ
ド
の
受
給
対
象
者
削
減
や
規
制
強
化
が
新
受
件
数
減

少
に
寄
与
し
た
か
も
し
れ
な
い

、
弁
護
士
レ
ベ
ル
で
の
事
案
の
自
覚
的
取
捨
選
択
と
結
果
的
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
が

え
ら
れ
る

が
、
こ
れ
ら
が
関
連
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
と
九
〇
年
代
の
間
で
、
紛
争
自
体
の
発
生
頻
度
が
劇
的
に
変
化
し
た

と
は

え
に
く
い
の
で
、
九
〇
年
代
に
お
け
る
両
裁
判
所
の
新
受
件
数
の
減
少
は
、
景
気
循
環
要
因
だ
け
で
な
く
、
司
法
政
策
と
そ
の

波
及
効
果
に
よ
る
部
分
が
大
き
い
と
い
う
仮
説
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

２

次
に
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
に
お
け
る
訴
訟
事
件
（
一
九
九
九
年
以
前
の
少
額
事
件a

rb
itra
tio
n

を
含
む
）
の
処
理
状
況
を

見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
わ
が
国
で
も
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
訴
訟
手
続
が
開
始
さ
れ
て
も
、
正
式
審
理
（
ト
ラ
イ
ア
ル
﹇
少
額
手
続
以
外
の
場
合
﹈

な
い
し
少
額
手
続
上
のa

rb
itra
tio
n

﹇
一
九
九
九
年
以
前
﹈
ま
た
はh

ea
rin
g

﹇
一
九
九
九
年
以
降
﹈）
に
至
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
非
常
に
多

い
。
す
な
わ
ち
、
被
告
が
答
弁
書
を
提
出
し
な
か
っ
た
り
、
請
求
を
争
わ
な
い
旨
の
答
弁
を
し
た
場
合
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
原
告

は
正
式
審
理
な
し
の
簡
単
な
手
続
で
請
求
認
容
判
決
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
、
懈
怠
判
決
（d

efa
u
lt
ju
d
g
em
en
t

な
い
し

ju
d
g
em
en
t
in
d
efa
u
lt

）
で
あ
っ
て
、
一
部
の
事
件
類
型
を
除
き
認
め
ら
れ
て
お
り
、
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ジ
ャ
ッ
ジ
も
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・

ジ
ャ
ッ
ジ
も
一
般
に
関
与
せ
ず
、
裁
判
所
職
員
が
処
理
し
、
期
日
も
指
定
さ
れ
ず
、
当
事
者
が
出
頭
す
る
必
要
も

25
な
い
。
懈
怠
判
決
で

処
理
さ
れ
る
事
件
が
増
大
し
て
も
、
裁
判
所
、
と
り
わ
け
裁
判
官
に
対
す
る
負
担
は
余
り
大
き
く
な
ら
な
い
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
懈
怠
判
決
は
、
機
能
的
に
み
て
、
わ
が
国
の
欠
席
判
決
と
支
払
督
促
に
類
似
し
て

26
い
る
。
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
に
お

け
る
金
銭
請
求
訴
訟
数
（
ハ
イ
・
コ
ー
ト
の
金
銭
請
求
訴
訟
も
相
対
的
に
少
数
で
あ
る
が
同
様
）
と
わ
が
国
の
そ
れ
を
比
較
す
る
場
合
に
は

こ
の
点
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

懈
怠
判
決
が
認
め
ら
れ
て
い
る
訴
訟
類
型
に
お
い
て
、
被
告
が
争
っ
た
場
合
、
裁
判
官
が
関
与
す
る
手
続
に
移
る
。
一
九
九
九
年
以
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降
、
五
千
ポ
ン
ド
以
下
の
場
合
、
自
動
的
に
少
額
請
求
ト
ラ
ッ
ク
に
移
さ
れ
る
（
人
身
損
害
請
求
の
場
合
は
千
ポ
ン
ド
以
下

。
他
の
多

く
は
迅
速
ト
ラ
ッ
ク
に
配
点
さ
れ
、
ト
ラ
イ
ア
ル
（
正
式
審
理
な
い
し
集
中
審
理
に
よ
る
正
式

27
公
判
）
ま
で
の
タ
イ
ム
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

が
示
さ
れ
る
。
争
点
整
理
等
の
た
め
の
手
続
を
経
て
、
ト
ラ
イ
ア
ル
が
申
し
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
（
セ
ッ
ト
ダ
ウ
ン

。
こ
れ
は
ト
ラ

イ
ア
ル
を
待
つ
ケ
ー
ス
の
リ
ス
ト
に
加
わ
る
こ
と
を
意
味

28
す
る
。
な
お
、
争
い
に
理
由
が
な
い
場
合
や
正
式
審
理
で
判
断
す
る
必
要
の

あ
る
争
点
が
な
い
場
合
は
、
そ
れ
に
対
応
し
た
簡
易
な
手
続
で
処
理
さ
れ
る
（
簡
易
判
決su

m
m
a
ry
ju
d
g
em
en
t

29
な
ど

。

ま
た
、
正
式
審
理
前
で
の
和
解

30

settlem
en
t

に
よ
る
終
結
も
非
常
に
多
い
。
但
し
、
少
な
く
と
も
ウ
ル
フ
改
革
以
前
は
、
わ
が
国

と
異
な
っ
て
、
和
解
に
お
け
る
裁
判
官
の
主
導
性
は
弱
く
、
実
定
法
準
則
と
判
決
予
測
を
前
提
的
枠
組
と
し
た
双
方
当
事
者
（
弁
護

士
）
間
の
交
渉
に
よ
る
の
が
基
本
で
あ
っ
て
、
裁
判
官
が
積
極
的
に
関
与
す
る
わ
が
国
の
訴
訟
上
の
和
解
と
は
原
理
的
に
異
な
る
要
素

を
含
ん
で
い
た
点
に
注
意
す
る
必
要
が

31
あ
る
。
セ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
後
の
和
解
も
少
な
く
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
懈
怠
判
決
や
和
解
な

ど
、
訴
訟
手
続
が
開
始
さ
れ
て
も
正
式
審
理
に
至
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
非
常
に
多
い
。

そ
こ
で
、
次
に
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
に
お
け
る
正
式
審
理
件
数
、
す
な
わ
ち
、
ト
ラ
イ
ア
ル
で
処
理
さ
れ
た
事
件
数
と
、
少
額

手
続
に
お
け
る
少
額
請
求
審
理sm

a
ll
cla
im
s
h
ea
rin
g

（
一
九
九
九
年
以
前
はsm

a
ll
cla
im
s

32

a
rb
itra
tio
n

）
で
処
理
さ
れ
た
事
件
数

の
推
移
を
見
て
み
よ
う
。

﹇
図

7
﹈
は
、
ト
ラ
イ
ア
ル
で
処
理
さ
れ
た
事
件
数
の
推
移
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
に
、
絶
対
数
が
非
常
に
少
な
い
。
一
九
九
九

年
で
は
、
全
国
合
計
で
一
万
三
〇
〇
〇
件
に
す
ぎ

33
な
い
。
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
の
訴
訟
新
受
件
数
全
体
（
少
額
手
続
事
件
を
含
む
）
の

〇
・
七
％
に
す
ぎ
ず
、
少
額
手
続
相
当
数
を
除
い
た
新
受
件
数
（
少
額
手
続
で
処
理
さ
れ
た
事
件
数
と
ト
ラ
イ
ア
ル
で
処
理
さ
れ
た
事
件
数

の
比
で
訴
訟
新
受
総
数
を
比
例
配
分
し
た
数
）
を
基
準
に
し
て
も
、
五
％
に
す
ぎ

34
な
い
。
こ
の
中
に
は
、
判
決
に
至
ら
ず
、
ト
ラ
イ
ア
ル

開
始
後
に
和
解
や
取
下
げ
が
な
さ
れ
た
り
、
却
下
さ
れ
た
件
数
も
含
ま
れ
て
お
り
、
判
決
に
至
っ
た
の
は
約
九
三
〇
〇
件
に
と
ど
ま

る
。
も
ち
ろ
ん
、
裁
判
官
に
と
っ
て
の
負
担
は
ト
ラ
イ
ア
ル
以
外
に
も
、
事
案
の
振
り
分
け
や
、
ト
ラ
イ
ア
ル
が
セ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
さ
れ
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る
ま
で
の
争
点
整
理
等
の
た
め
の
手
続
が
あ
る
が
、
ト
ラ
イ
ア
ル

で
処
理
さ
れ
た
件
数
は
、
裁
判
所
の
負
担
を
示
す
重
要
な
指
標
の

一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
に
、
そ
の
推
移
を
見
る
と
、
ま
ず
、
一
九
八
〇
年
代
末

〜
一
九
九
〇
年
代
初
頭
の
新
受
件
数
急
増
期
に
は
、
ト
ラ
イ
ア
ル

で
処
理
さ
れ
た
件
数
も
増
加
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
但
し
、
新
受

件
数
の
伸
び
率
ほ
ど
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
こ
の
時
期
に
急
増
し

た
事
件
の
多
く
を
金
銭
請
求
訴
訟
が
占
め
、
そ
れ
ら
が
懈
怠
判
決

等
ト
ラ
イ
ア
ル
に
至
ら
ず
終
結
し
た
場
合
が
多
い
こ
と
を
示
し
て

35
い
る
。
む
し
ろ
、
一
九
九
三
年
か
ら
一
九
九
五
年
ま
で
の
動
き
が

注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
﹇
図

2
﹈
で
み
た
よ
う
に
、

こ
の
時
期
に
新
受
件
数
が
急
減
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ト
ラ
イ

ア
ル
で
処
理
さ
れ
た
件
数
は
横
ば
い
で
あ
る
。
新
受
件
数
急
減
が
、

懈
怠
判
決
の
多
い
金
銭
債
権
回
収
事
件
に
主
と
し
て
由
来
し
て
い

る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
と
と
も
に
、
被
告
が
争
い
、
ト
ラ
イ
ア
ル

が
セ
ッ
ト
さ
れ
る
事
件
の
数
は
あ
ま
り
変
わ
ら
ず
、
裁
判
所
の
負

担
は
軽
く
な
っ
て
い
な
い
。
新
受
か
ら
処
理
ま
で
の
タ
イ
ム
ラ
グ

を

慮
し
て
も
、
新
受
件
数
減
少
の
影
響
は
ト
ラ
イ
ア
ル
で
処
理

さ
れ
る
事
件
数
に
は
大
き
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
な
い
よ
う
に

［図 7］ カウンティ・コートのトライアル（少額手続以外）で処理された件数
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見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
九
六
年
か
ら
、
ト
ラ
イ
ア
ル
件
数
が
減
少
し
て
い
る
の
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
次
に
述
べ
る
よ

う
に
、
一
九
九
六
年
一
月
か
ら
少
額
手
続
の
上
限
が
三
千
ポ
ン
ド
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
（
人
身
傷
害
を
除
く
）
た
め
、
争
い
の
あ
る
事

件
の
う
ち
、
相
当
数
が
少
額
手
続
に
振
り
分
け
ら
れ
た
こ
と
が
寄
与
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と

え
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
以
外
の

要
因
、
と
り
わ
け
景
気
変
動
に
よ
る
提
訴
件
数
と
事
件
種
類
の
変
動
も
寄
与
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
寄
与
率
の

察
が
必
要

で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
重
要
な
要
因
の
候
補
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
、
少
額
手
続
処
理
件
数
を
見
て
み
よ
う
（﹇
図

8
﹈
。
ま
ず
、
一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
三
年
に
か
け
て
の
急
増
が
突
出

し
、
特
に
一
九
九
三
年
は
一
〇
万
件
を
突
破
し
た
。
こ
れ
は
、
一
九
九
一
年
七
月
か
ら
の
少
額
手
続
管
轄
上
限
の
千
ポ
ン
ド
へ
の
引
き

上
げ
（
一
九
八
一
年
一
〇
月
か
ら
十
年
間
は
五
百
ポ
ン
ド
を
上
限
と
し
て

36
い
た
）
に
由
来
し
て
い
る
部
分
が
大
き
い
と

え
ら
れ
る
。
翌
一

九
九
四
年
に
は
減
少
し
た
も
の
の
、
再
び
増
加
に
転
じ
、
管
轄
上
限
が
再
度
引
き
上
げ
ら
れ
た
一
九
九
六
年
以
後
も
、
一
九
九
八
年
ま

で
着
実
に
増
加
し
、
一
九
九
三
年
の
最
高
水
準
に
む
か
う
勢
い
を
示
し
た
。

一
九
九
六
年
に
少
額
手
続
の
管
轄
上
限
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
の
効
果
を
示
唆
す
る
の
が
﹇
図

9
﹈
で
あ
る
。
一
九
九
六
年
以

降
一
九
九
八
年
ま
で
を
見
る
と
、
少
額
手
続
処
理
件
数
の
増
加
分
が
、
ト
ラ
イ
ア
ル
に
よ
る
処
理
件
数
の
減
少
分
に
ち
ょ
う
ど
見
合
っ

て
お
り
、
ト
ラ
イ
ア
ル
に
よ
る
処
理
件
数
の
一
部
が
少
額
手
続
に
振
り
替
わ
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
グ
ラ
フ
は
、
管
轄
引
き
上
げ
の
効
果
が
限
界
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
様
子
を
も
示
唆
し
て
い
る
。﹇
図

8
﹈
と

﹇
図

9
﹈
を
見
る
と
、
一
九
九
一
年
の
引
き
上
げ
後
の
少
額
手
続
処
理
件
数
急
増
と
、
一
九
九
六
年
の
引
き
上
げ
後
の
緩
や
か
な
増

加
が
対
照
的
で
あ
っ
て
、
一
九
九
六
年
の
上
限
引
き
上
げ
の
効
果
が
前
回
の
引
き
上
げ
時
ほ
ど
大
き
く
な
い
様
子
が
う
か
が
え
る
。
少

額
手
続
と
ト
ラ
イ
ア
ル
で
処
理
さ
れ
た
件
数
合
計
の
動
き
（﹇
図

9
﹈）
も
示
唆
的
で
あ
る
。
一
九
九
一
年
の
引
き
上
げ
時
は
、
合
計

数
が
急
激
に
伸
び
た
の
に
対
し
て
、
一
九
九
六
年
の
引
き
上
げ
は
、
合
計
数
に
ほ
と
ん
ど
変
化
を
も
た
ら
し
て
お
ら
ず
、
フ
ラ
ッ
ト
に

推
移
し
て
い
る
。
既
に
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
ジ
ャ
ッ
ジ
全
体
の
処
理
能
力
な
ら
び
に
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
全
体
の
処
理
能
力
は
限
界
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［図 8］ カウンティ・コートの少額手続で処理された件数
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［図 9］ カウンティ・コートにおけるトライアル（少額手続以外)

と少額手続の処理件数の合計
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に
近
づ
い
て
い
た
よ
う
で

37
あ
る
。

さ
ら
に
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
九
九
九
年
か
ら
、
少
額
手
続
処
理
件
数
が
減
少
に
転
じ
た
こ
と
で
あ
る
（﹇
図

8
﹈、﹇
図

9
﹈

参
照

。
最
新
の
二
〇
〇
一
年
の
司
法
統
計
に
よ
る
と
、
約
五
万
八
〇
〇
〇
件
に
激
減
し
て
お
り
、
一
九
八
〇
年
代
の
水
準
に
戻
っ
て

し
ま
っ
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
九
九
年
か
ら
少
額
手
続
の
管
轄
上
限
が
原
則
と
し
て
五
千
ポ
ン
ド
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
と

も
に
、
新
民
事
訴
訟
規
則
に
よ
る
審
理
方
式
が
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
そ
の
影
響
が
大
き
い
と

え
る
の
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
好
景
気

も
作
用
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
た
び
重
な
る
上
限
引
き
上
げ
が
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
の
処
理
能
力
の
限
界
を
超
え
る
結
果
を
も
た
ら

し
、
新
た
な
審
理
方
式
の
導
入
と
あ
い
ま
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
処
理
件
数
減
少
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
作
用
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
状
況
は
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
に
お
け
る
少
額
手
続
に
よ
る
処
理
と
通
常
の
ト
ラ
イ
ア

ル
に
よ
る
処
理
の
比
重
の
逆
転
過
程
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
﹇
図

10
﹈
で
あ
る
。
ト
ラ
イ
ア
ル
に
よ
る
処

理
件
数
と
少
額
手
続
に
よ
る
処
理
件
数
の
相
対
比
率
は
、
一
九
七
七
年
で
は
、
前
者
が
両
者
合
計
の
八
〇
％
を
占
め
て
い
た
の
に
対

し
、
一
九
八
二
年
に
は
逆
転
し
て
少
額
手
続
に
よ
る
処
理
件
数
が
上
回
り
、
こ
の
傾
向
が
一
貫
し
て
続
く
な
か
で
、
一
九
九
〇
年
代
末

に
は
逆
に
九
〇
％
近
く
を
少
額
手
続
に
よ
る
処
理
が
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
（﹇
図

10
﹈
。
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
全
体
を
見
る
と
、

裁
判
官
が
行
う
正
式
審
理
の
段
階
で
は
、
圧
倒
的
に
少
額
手
続
が
主
役
を
勤
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

過
去
二
〇
年
間
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
大
き
な
変
容
を
、
少
額
手
続
研
究
の
権
威Jo

h
n
B
a
ld
w
in

は
前

稿
で
も
触
れ
た
よ
う
に
「
静
か
な
革
命
」
と
評
し
て

38
い
る
。
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
は
、
一
方
で
、
膨
大
な
数
の
少
額
金
銭
請
求
訴
訟

を
、
主
と
し
て
懈
怠
判
決
に
よ
り
処
理
し
続
け
、
そ
の
機
能
を
拡
大
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
業
者
に
よ
る
取
り
立
て
機
関
と
い
う

性
格
を
強
め
て
い
る
。
前
稿
で
述
べ
た
ク
レ
イ
ム
ズ
・
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
・
セ
ン
タ
ー
と
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
・
バ
ル
ク
・
セ
ン
タ

ー
の
導
入
は
、
こ
の
面
に
関
す
る
司
法
当
局
に
よ
る
積
極
的
対
応
で
あ
り
、
大
口
業
者
の
大
量
案
件
の
効
率
的
処
理
が
図
ら
れ
た
。
他

方
で
、
少
額
手
続
の
事
物
管
轄
の
拡
大
を
政
策
的
に
追
求
し
た
結
果
、
裁
判
官
が
関
与
す
る
正
式
審
理
の
段
階
に
お
い
て
、
圧
倒
的
多
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数
を
少
額
手
続
事
件
が
占
め
る
に
至
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ウ
ン
テ

ィ
・
コ
ー
ト
設
置
本
来
の
理
念
た
る
、
一
般
市
民
の
正
義
へ
の
ア
ク
セ
ス

保
障
と
市
民
紛
争
解
決
の
た
め
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
提
供
と
い
う
点
で
、
望
ま

し
い
方
向
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
一
に
、
処
理
件
数
の
増
加
は
、
裁
判
官
の
増
員
等

処
理
能
力
の
改
善
を
伴
わ
な
い
限
り
、
審
理
の
質
的
低
下
を
も
た
ら
す
可

能
性
が
高
い
。
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
ジ
ャ
ッ
ジ
の
増
員
は
継
続
的
に
行
わ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
の
少
額
手

続
処
理
件
数
の
動
き
は
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
の
処
理
能
力
が
限
界
に

達
し
て
い
る
様
子
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
二
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
少
額
手
続
に
は
、
わ
が
国
の
よ
う
に
、
原

告
の
利
用
回
数
制
限
と
い
っ
た
業
者
利
用
制
限
規
定
が

39
な
い
。
実
際
、
か

な
り
の
事
件
の
原
告
は
大
小
の
業
者
で

40
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、B

a
ld
w
in

の
研
究S

m
all
C
laim

s
in
th
e
C
ou
n
ty
C
ou
rts
in
E
n
glan
d
an
d

W
ales

が
示
す
よ
う
に
、
少
額
手
続
の
当
事
者
、
と
り
わ
け
本
人
訴
訟

の
当
事
者
が
ど
の
よ
う
な
者
で
あ
る
の
か
、
彼
ら
の
手
続
に
お
け
る
主

張
、
立
証
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
裁
判
官
に
よ
る
審
理
の
進

め
方
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
が
重
要
に

41
な
る
。
少
額
手
続
に
お

い
て
は
本
人
訴
訟
が
多
い
た
め
、
一
般
市
民
な
い
し
零
細
業
者
の
手
続
に

［図 10］ カウンティ・コートにおけるトライアル（少額手続以外）と

少額手続の処理件数（対両者合計比率）

トライアル（%)

少額手続（%)

7778798081828384858687888990919293949596979899

100.0%

90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
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お
け
る
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
如
何
と
、
本
人
訴
訟
に
お
け
る

裁
判
官
の
訴
訟
指
揮
の
あ
り
方
が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な

る
。第

三
に
、
一
九
九
〇
年
以
降
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
全

体
は
、
ハ
イ
・
コ
ー
ト
に
少
数
の
重
要
な
事
件
を
集
中
さ
せ

る
た
め
の
バ
ッ
フ
ァ
ー
の
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、
一
般
市
民
の
た
め
の
身
近
な
裁
判
所
と
い
う
理
念
と
は

抵
触
す
る
要
素
を
含
ん
で
い
る
。﹇
図

11
﹈
は
、
ハ
イ
・
コ

ー
ト
の
Ｑ
Ｂ
Ｄ
に
つ
い
て
、
そ
の
事
件
処
理
負
担
を
示
す
指

標
と
し
て
、
ト
ラ
イ
ア
ル
申
込
件
数
（
セ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
さ
れ

た
件
数
）
と
ト
ラ
イ
ア
ル
で
処
理
さ
れ
た
件
数
の
動
き
を
見

た
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
九
一
年
ま
で
年
間
一
万
件
超
の
水

準
で
推
移
し
て
い
た
の
に
対
し
、
一
九
九
二
年
以
降
、
明
ら

か
に
一
段
低
い
水
準
で
推
移
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
二
分
の
一
の

年
間
五
〇
〇
〇
件
以
下
に
ま
で
落
ち
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、

景
気
変
動
そ
の
他
の
要
因
に
よ
る
訴
訟
件
数
自
体
の
減
少
等

も
寄
与
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
単
純
に
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ

ー
ト
へ
の
振
り
分
け
を
促
進
す
る
制
度
改
革
に
由
来
す
る
も

の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ハ
イ
・
コ
ー
ト
に
少
数
の

トライアル申込件数

トライアル処理件数

［図 11］ ハイ・コート（クィーンズ・ベンチ・ディヴィジョン）の

トライアル申込件数と処理件数

25000

20000

15000

10000

5000

0

798081828384858687888990919293949596979899
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事
件
を
集
中
さ
せ
る
と
い
う
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
全
体

が
事
件
処
理
の
重
圧
に
曝
さ
れ
て
い
る
様
子
は
、
ハ
イ
・
コ
ー
ト
と
は
対
照
的
な
﹇
図

9
﹈

前
掲
）
の
グ
ラ
フ
の
動
き
に
現
わ
れ
て

い
る
。
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
の
裁
判
官
の
事
件
処
理
負
担
を
あ
ら
わ
す
一
つ
の
指
標
と
し
て
、
少
額
手
続
と
ト
ラ
イ
ア
ル
の
処
理
件

数
合
計
を
見
る
な
ら
ば
、
一
九
八
〇
年
代
は
約
七
万
件
前
後
で
推
移
し
て
い
た
の
に
対
し
、
一
九
九
〇
年
代
は
一
一
万
件
弱
の
高
水
準

に
張
り
付
い
て
い
る
。
ハ
イ
・
コ
ー
ト
の
Ｑ
Ｂ
Ｄ
の
ト
ラ
イ
ア
ル
処
理
件
数
の
動
き
と
あ
わ
せ
れ
ば
、
一
九
九
〇
年
の
改
革
以
降
、
ハ

イ
・
コ
ー
ト
の
負
担
を
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
が
分
担
し
て
い
る
状
況
が
明
瞭
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
一
九
九
六
年
か
ら
ウ
ル
フ
報
告

書
の
提
言
を
い
ち
早
く
受
け
入
れ
て
実
施
さ
れ
た
少
額
手
続
の
上
限
引
き
上
げ
は
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
内
に
お
い
て
ト
ラ
イ
ア
ル

対
象
事
件
が
少
額
手
続
に
振
り
分
け
ら
れ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
す
な
わ
ち
、
少
額
手
続
も
ま
た
バ
ッ
フ
ァ
ー
の
機
能
を
果
た
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ウ
ル
フ
卿
に
よ
る
少
額
手
続
の
管
轄
の
引
き
上
げ
提
案
は
、
そ
の
表
向
き
の
正
当
化
根
拠
は
、
少
額
事
件
に
お

け
る
司
法
（
正
義
）
へ
の
ア
ク
セ
ス
拡
大
で
あ
る
も

42
の
の
、
そ
の
現
実
の
（
あ
る
い
は
暗
黙
に
意
図
さ
れ
て
い
る
）
効
果
は
、
限
ら
れ
た

人
的
リ
ソ
ー
ス
の
効
率
的
利
用
と
リ
ー
ガ
ル
エ
イ
ド
の
た
め
の
公
的
資
金
支
出
の
抑
制
を
含
ん
で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い

（
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
少
額
手
続
へ
の
振
り
分
け
は
、
弁
護
士
費
用
と
法
律
扶
助
の
た
め
の
公
的
資
金
支
出
を
抑
制
す
る
効
果
が

43
あ
る

。

カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
が
経
験
し
つ
つ
あ
る
「
静
か
な
革
命
」
が
、
は
た
し
て
一
般
市
民
の
司
法
（
正
義
）
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
市
民

紛
争
の
た
め
の
簡
易
・
迅
速
・
安
価
な
解
決
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
提
供
に
ど
こ
ま
で
寄
与
し
て
い
る
の
か
は
、
実
際
に
少
額
手
続
で
扱
わ
れ

て
い
る
事
件
や
当
事
者
の
特
質
、
審
理
の
姿
に
左
右
さ
れ
る
。
そ
の
解
明
は
、
経
験
的
研
究
に
よ
る
必
要
が
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で

も
前
記B
a
ld
w
in

の
研
究
に
代
表
さ
れ
る
法
社
会
学
的
方
法
に
よ
る
本
格
的
研
究
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

1

破
産
申
立
は
、
ハ
イ
・
コ
ー
ト
のC

h
a
n
cery

D
iv
isio
n

で
も
扱
わ
れ
る
。
離
婚
等
家
族
法
上
の
申
立
は
、
管
轄
権
を
有
す
る
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
と
有
し
な
い

カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
が
あ
る
。L

o
rd
C
h
a
n
cello

r’s
D
ep
a
rtm
en
t,
Ju
d
icial

S
tatistics,

A
n
n
u
al
R
eport,

E
n
glan
d
an
d
W
ales

for
th
e
Y
ear

1
9
9
9
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（T
h
e
S
ta
tio
n
ery
O
ffice,

2000

）﹇
以
下
、Ju

d
icial

S
tatistics,

A
n
n
u
al
R
eport

と
し
て
引
用
﹈,p
p
.39,

47,
49
60.

各
種
家
事
事
件
を
め
ぐ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
裁
判
所
の
管
轄
に
関
す
る
ル
ー
ル
と
案
件
処
理
状
況
は
非
常
に
複
雑
で
あ
る
。Ibid

.,
p
p
.
49
60.

2
C
la
im

の
提
起
と
申
立
（p

etitio
n

）
に
関
す
る
一
九
九
八
年
民
事
訴
訟
規
則
制
定
後
の
諸
準
則
と
そ
の
も
と
で
の
実
務
に
つ
い
て
、S

tu
a
rt
S
im
e,
A
P
ractical

A
pproach

to
C
ivil
P
roced

u
re,
4th
E
d
itio
n

（B
la
ck
sto
n
e,
2000

）﹇
以
下
、S

im
e,
A
P
ractical

A
pproach

to
C
ivil
P
roced

u
re,
4th
E
d
itio
n

と
し
て
引

用
﹈,p

p
.62

77

（cla
im

に
つ
い
て

,
183

191

（p
etitio

n

に
つ
い
て
）
参
照
。

3

人
身
傷
害
訴
訟
や
借
家
人
か
ら
の
家
主
に
対
す
る
修
繕
請
求
訴
訟
は
別
扱
い
で
あ
り
、
事
件
の
難
易
に
よ
っ
て
別
の
ト
ラ
ッ
ク
に
移
さ
れ
う
る
。

4

Ju
d
icial

S
tatistics,

A
n
n
u
al
R
eport,

1
9
9
9
,
p
.37.

以
下
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
司
法
統
計
に
つ
い
て
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
、Ju

d
icial

S
tatis-

tics,
A
n
n
u
al
R
eport

の
各
年
版
に
よ
る
。﹇
図
1
﹈〜﹇
図
11
﹈
の
デ
ー
タ
の
出
所
も
同
じ
で
あ
る
。

5

濱
野

亮
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト

効
率
化
と
ア
ク
セ
ス
保
障

」

一
）『
立
教
法
学
』
六
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
）
七
頁
。

6

ハ
イ
・
コ
ー
ト
と
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
の
間
の
事
案
振
り
分
け
に
関
す
るp

rim
a
fa
cie
ru
le

。
参
照
、
濱
野
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト

効
率
化
と
ア
ク
セ
ス
保
障

」

一
）
前
掲
、
七
頁
。
二
万
五
千
ポ
ン
ド
か
ら
五
万
ポ
ン
ド
ま
で
は
、
ハ
イ
・
コ
ー
ト
と
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
の
間
で
弾
力
的
に
振
り

分
け
る
と
さ
れ
て
い
る
。

7

Ju
d
icial

S
tatistics,

A
n
n
u
al
R
eport,

1
9
9
9
,
p
.37.

抽
出
さ
れ
た
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
に
お
け
る
三
ヶ
月
の
サ
ン
プ
ル
デ
ー
タ
に
基
づ
く
推
計
値
で
あ
る
。

8

Ju
d
icial

S
tatistics,

A
n
n
u
al
R
eport

1
9
9
9
,
p
.39,

T
a
b
les
4.1
a
n
d
4.2

よ
り
計
算
。

9

カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
に
お
け
る
不
動
産
明
渡
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
司
法
研
修
所
編
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
民
事
訴
訟
の
運
営
』

法
曹
会
、
一
九
九
六
年
）
二
九
四

〜
三
〇
二
頁
、L

eg
a
l
A
ctio
n
G
ro
u
p
,
A
S
trategy

for
Ju
stice

：
P
u
blicly

F
u
n
d
ed
L
egal

S
ervices

in
th
e
1
9
9
0
s

（L
eg
a
l
A
ctio
n
G
ro
u
p
,
1992

,
p
p
.

55
56

参
照
（
以
下
、L

eg
a
l
A
ctio
n
G
ro
u
p
,
A
S
trategy

for
Ju
stice

：
P
u
blicly

F
u
n
d
ed
L
egal

S
ervices

in
th
e
1
9
9
0
s

と
し
て
引
用

。

10

Ju
d
icial

S
tatistics,

A
n
n
u
al
R
eport

1
9
9
9
,
p
.39,

T
a
b
les
4.1

、
司
法
研
修
所
編
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
民
事
訴
訟
の
運
営
』
前
掲
、
一
〇
頁
。

11

濱
野

亮
「
司
法
改
革
の
定
位
」

一
）『
立
教
法
学
』
五
三
号
（
一
九
九
九
年
）
一
一
〇
〜
一
四
八
頁
。

12

L
eg
a
l
A
ctio
n
G
ro
u
p
,
A
S
trategy

for
Ju
stice

：
P
u
blicly

F
u
n
d
ed
L
egal

S
ervices

in
th
e
1
9
9
0
s,
p
.53.

13

Ju
d
icial

S
tatistics,

A
n
n
u
al
R
eport

2
0
0
1
,
p
.39.

14

Ju
d
icial

S
tatistics,

A
n
n
u
al
R
eport

2
0
0
1
,
p
.39.

15

司
法
研
修
所
編
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
民
事
訴
訟
の
運
営
』
前
掲
、
二
九
五
頁
。

16

例
え
ば
、F

elicity
H
a
rris /O

’M
a
lley
.

17

司
法
統
計
上
、p

riv
a
te
la
n
d
lo
rd
s

に
対
し
て
、so

cia
l
la
n
d
lo
rd
s

と
分
類
さ
れ
て
い
る
。Ju

d
icial

S
tatistics,

A
n
n
u
al
R
eport,

1
9
9
9
,
p
.41.

18

Ju
d
icial

S
tatistics,

A
n
n
u
al
R
eport

のF
a
m
ily
M
a
tters

の
章
が
簡
潔
に
説
明
し
て
い
る
。
例
え
ば
、Ju

d
icial

S
tatistics,

A
n
n
u
al
R
eport,

1
9
9
9
,
p
p
.

49
60.

19

ハ
イ
・
コ
ー
ト
で
の
第
一
審
審
理
は
、
三
つ
の
部
、
す
な
わ
ち
ク
ィ
ー
ン
ズ
・
ベ
ン
チ
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
チ
ャ
ー
ン
セ
リ
ー
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ
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ー
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
扱
わ
れ
る
が
、
ク
ィ
ー
ン
ズ
・
ベ
ン
チ
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
全
て
のju

d
icia
l
rev
iew

や
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
救
済
方
法
を
求
め
る
訴
訟

（
損
害
賠
償
や
契
約
法
な
ど
を
含
む

、
海
事
事
件
、
商
事
事
件
な
ど
を
扱
う
。S

im
e,
A
P
ractical

A
pproach

to
C
ivil

P
roced

u
re,
4th
E
d
itio
n
,
p
.17.

20
Ju
d
icial

S
tatistics,

A
n
n
u
al
R
eport

1
9
9
2
,
p
.34,

C
h
a
rt
3.1.

21
S
.H
.
B
a
iley

a
n
d
M
.J.
G
u
n
n
,
S
m
ith
&
B
ailey

on
th
e
M
od
ern
E
n
glish

L
egal

S
ystem

,
3rd
E
d
itio
n

（S
w
eet
&
M
a
x
w
ell,
1996

,
p
.580.

22

Ju
d
icial

S
tatistics,

A
n
n
u
al
R
eport,

2
0
0
1
,
p
.27.

23

リ
ー
ガ
ル
・
ア
ク
シ
ョ
ン
・
グ
ル
ー
プ
の
責
任
者
ロ
ジ
ャ
ー
・
ス
ミ
ス
も
正
確
に
要
因
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
し
た
う
え
で
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
頃
の
訴

訟
件
数
減
少
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
、
①
不
況
（
好
況
で
は
な
い
）
の
影
響
、
②
公
営
住
宅
部
門
の
縮
小
（
保
守
党
政
権
下
の
公
営
住
宅
売
却
政
策
と
持
ち
家
の
増
加

に
よ
る

、
③
借
家
人
の
権
利
の
制
限
、
が
関
係
し
て
い
る
と
し
て
い
る
が
、
彼
自
身
認
め
る
よ
う
に
、
十
分
に
説
得
的
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。R

o
g
er

S
m
ith

（ed
.
,
A
ch
ievin

g
C
ivil

Ju
stice

：
A
ppropriate

D
ispu
te
R
esolu

tion
for
th
e
1
9
9
0
s

（L
eg
a
l
A
ctio
n
G
ro
u
p
,
1996

,
p
p
.10

11.

不
況
は
、
一
般

的
に
は
、
む
し
ろ
金
銭
債
権
回
収
訴
訟
等
を
増
や
す
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
不
況
の
態
様
と
程
度
、
景
気
後
退
と
消
費
者
信
用
の
収
縮
と
の
相
関
関
係
、
債
務
不
履
行
に

対
す
る
業
者
の
提
訴
行
動
パ
タ
ー
ン
等
が
関
わ
る
た
め
、
景
気
動
向
と
新
受
件
数
の
相
関
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
リ
ー
ガ
ル
・
ア
ク
シ
ョ

ン
・
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
濱
野
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
リ
ー
ガ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
の
創
設
」

二
・
完
）『
立
教
法
学
』
五
九
号
（
二
〇
〇
一
年
）

一
二
九
頁
を
参
照
。

24

鈴
木
健
太

福
田
剛
久

川
神
裕
『
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
司
法
制
度
の
現
状
』﹇
司
法
研
究
報
告
書
第
五
三
輯
第
一
号
﹈

司
法
研
修
所
、

一
九
九
九
年
）
三
六
頁
は
、
ハ
イ
・
コ
ー
ト
の
一
九
九
〇
年
、
九
一
年
以
降
の
新
受
件
数
激
減
に
つ
い
て
、

景
気
の
変
動
に
よ
る
こ
と
が
大
き
い
ら
し
く
、
金
銭
債
権
回

収
の
た
め
の
訴
訟
が
大
幅
に
減
り
、tria
l

に
ま
で
至
る
事
件
の
数
に
は
あ
ま
り
変
化
が
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
ま
た
、
同
三
八
頁
は
、
ロ
ン
ド
ン
市
内

の
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
で
の
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
、
減
少
し
た
の
は
少
額
金
銭
取
立
訴
訟
で
あ
っ
た
と
い
う
情
報
を
紹
介
し
て
い
る
。

24
ａ

参
照
、S

im
o
n
R
o
b
erts,

“L
itig
a
tio
n
a
n
d
S
ettlem

en
t,”
in
A
.A
.S
.
Z
u
ck
erm
a
n
a
n
d
R
o
ss
C
ra
n
sto
n
ed
s.
,
R
eform

of
C
ivil

P
roced

u
re
:

E
ssays

on
‘A
ccess

to
Ju
stice’

（C
la
ren
d
o
n
P
ress,

1995
,
p
.
451.

25

参
照
、S

im
e,
A
P
ractical

A
pproach

to
C
ivil
P
roced

u
re,
4th
E
d
itio
n
,
p
p
.192

199

、
ウ
ル
フ
改
革
実
施
前
の
文
献
だ
が
、
菅
野
博
之
「
英
国
の
民
事
訴

訟
」
法
曹
会
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
民
事
訴
訟
の
実
情
』

上
）

法
曹
会
、
一
九
九
八
年
）
五
四
〜
五
八
頁
、
司
法
研
修
所
編
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
民
事
訴
訟
の

運
営
』
前
掲
、
七
二
〜
七
八
頁
。

26

菅
野
「
英
国
の
民
事
訴
訟
」
前
掲
、
九
頁
（
支
払
命
令
に
近
い
こ
と
を
示
唆
す
る

、
七
二
頁
（
欠
席
判
決
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る

。

27

菅
野
「
英
国
の
民
事
訴
訟
」
前
掲
、
例
え
ば
、
二
〇
頁
、
一
四
七
頁
は
ト
ラ
イ
ア
ル
を
「
集
中
審
理
に
よ
る
正
式
公
判
」
と
呼
ぶ
。

28

司
法
研
修
所
編
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
民
事
訴
訟
の
運
営
』
前
掲
、
一
七
一
頁
。

29

簡
易
判
決
に
つ
い
て
は
、S

im
e,
A
P
ractical

A
pproach

to
C
ivil
P
roced

u
re,
4th
E
d
itio
n
,
p
p
.200

217

、
司
法
研
修
所
編
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
民
事
訴

訟
の
運
営
』
前
掲
、
二
六
四
頁
、
そ
の
他
を
含
む
簡
易
手
続
に
つ
い
て
菅
野
「
英
国
の
民
事
訴
訟
」
前
掲
、
一
〇
七
〜
一
二
一
頁
参
照
。

30

英
国
に
お
け
るsettlem

en
t

と
わ
が
国
に
お
け
る
「
和
解
」
は
、
相
当
に
異
な
り
、
む
し
ろ
原
理
的
に
異
な
る
要
素
を
多
く
含
ん
で
い
る
た
め
、

和
解
」
と
い
う

71
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訳
語
を
あ
て
る
の
は
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
が
、
他
に
適
切
な
訳
語
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
慣
例
に
従
う
。
関
連
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
共
通
す

る
要
素
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
訴
え
提
起
後
の
「
和
解
」
に
つ
い
て
、
小
島
武
司
「
米
国
に
お
け
る
訴
え
提
起
後
の
和
解
」
後
藤
勇

藤
田
耕
三
編
『
訴
訟

上
の
和
解
の
理
論
と
実
務
』

西
神
田
編
集
室
、
一
九
八
七
年
）
八
六
〜
八
八
頁
、
九
七
頁
参
照
。

31

菅
野
「
英
国
の
民
事
訴
訟
」
前
掲
、
一
三
七
〜
一
三
八
頁
。
ウ
ル
フ
改
革
は
、
正
式
審
理
前
の
手
続
に
お
い
て
裁
判
官
が
積
極
的
に
関
与
し
てsettlem

en
t

の
成

立
を
追
求
す
る
政
策
を
打
ち
出
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
裁
判
官
の
関
与
とsettlem
en
t

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
分
析
が
必
要
で
あ
り
、

日
本
の
実
務
と
の
類
似
性
を
性
急
に
憶
測
す
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
で
あ
る
。

32

少
額
手
続
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
長
谷
部
由
起
子
『
変
革
の
中
の
民
事
裁
判
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
一
四
一
〜
一
六
五
頁
、
司
法
研
修

所
編
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
民
事
訴
訟
の
運
営
』
前
掲
、
三
〇
三
〜
三
一
頁
、
住
吉

博
「
民
事
訴
訟
法
改
正
ウ
ー
ル
フ
報
告
抄
解

定
着
す
る
少
額
請
求
裁
判
権

」『
法
曹
時
報
』
四
七
巻
一
二
号
（
一
九
九
五
年
）
三
一
〜
六
八
頁
、
我
妻

学
「
英
国
に
お
け
る
近
時
の
民
事
司
法
改
革
の
動
向
」

一
）『
東
京
都
立
大
学
法
学
会

雑
誌
』
三
九
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）
一
七
八
〜
一
七
九
頁
、
同
（
三
）『
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
』
四
〇
巻
一
号
（
一
九
九
九
年
）
九
四
〜
九
九
頁
を
参
照
。

33

Ju
d
icial

S
tatistics,

A
n
n
u
al
R
eport,

2
0
0
1
,
p
.44

。

34

訴
訟
新
受
件
数
合
計
約
二
〇
〇
万
件
、
ト
ラ
イ
ア
ル
で
処
理
さ
れ
た
件
数
一
万
三
四
〇
〇
件
、
少
額
手
続
で
処
理
さ
れ
た
件
数
八
万
八
四
〇
〇
件
か
ら
計
算
。
菅
野

「
英
国
の
民
事
訴
訟
」
前
掲
、
二
六
頁
に
も
、
ト
ラ
イ
ア
ル
の
新
受
件
数
に
対
す
る
比
率
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
試
算
が
あ
る
。

35

参
照
、
前
掲
注
（
24

。

36

Jo
h
n
B
a
ld
w
in
,
S
m
all
C
laim

s
in
th
e
C
ou
n
ty
C
ou
rts
in
E
n
glan
d
an
d
W
ales ：

th
e
B
argain

B
asem

en
t
of
C
ivil
Ju
stice

（C
la
ren
d
o
n
P
ress,

1997
,
p
.6,
fo
o
tn
o
te
14

（
以
下
、
本
書
は
、B

a
ld
w
in
,
S
m
all
C
laim

s
in
th
e
C
ou
n
ty
C
ou
rts
in
E
n
glan
d
an
d
W
ales

と
し
て
引
用

.

37

B
a
ld
w
in
,
S
m
all
C
laim

s
in
th
e
C
ou
n
ty
C
ou
rts
in
E
n
glan
d
an
d
W
ales,

p
.161

は
、
少
額
事
件
数
が
増
え
る
こ
と
を
歓
迎
し
な
い
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・

ジ
ャ
ッ
ジ
が
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
少
額
手
続
に
よ
る
処
理
件
数
の
伸
び
を
抑
え
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、Jo

h
n
B
a
ld
w
in
,
“R
a
isin
g
th
e
S
m
a
ll

C
la
im
s
L
im
it,”
in
A
.A
.S
.
Z
u
ck
erm
a
n
a
n
d
R
o
ss
C
ra
n
sto
n
ed
s.
,
R
eform

of
C
ivil

P
roced

u
re
:
E
ssays

on
‘A
ccess

to
Ju
stice’

（C
la
ren
d
o
n

P
ress,

1995
,
p
p
.
192

193

も
参
照
。

38

B
a
ld
w
in
,
S
m
all
C
laim

s
in
th
e
C
ou
n
ty
C
ou
rts
in
E
n
glan
d
an
d
W
ales,

p
.1.

関
連
す
る
ボ
ー
ル
ド
ゥ
イ
ン
の
論
文
の
翻
訳
と
し
て
ジ
ョ
ン
・
ボ
ー
ル

ド
ゥ
イ
ン
（
長
谷
部
由
起
子
訳
）

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
少
額
裁
判：

民
事
裁
判
の
特
売
場

」『
企
業
法
学
』
六
号
（
一
九
九
七
年
）
一
一
〜
一
二
頁

参
照
。

39

参
照
、
長
谷
部
『
変
革
の
中
の
民
事
裁
判
』
前
掲
、
一
四
八
頁
。

40

B
a
ld
w
in
,
S
m
all
C
laim

s
in
th
e
C
ou
n
ty
C
ou
rts
in
E
n
glan
d
an
d
W
ales,

p
.26

は
、
一
九
九
三
年
に
審
理
が
あ
っ
た
少
額
手
続
事
件
一
八
〇
〇
件
の
事

件
記
録
に
つ
い
て
、
当
事
者
を
分
類
し
て
い
る
が
、
大
企
業
ま
た
は
大
規
模
組
織
が
原
告
で
あ
る
も
の
が
一
四
・
六
％
、
小
企
業
、
小
規
模
事
業
者
が
原
告
で
あ
る
も
の

が
四
八
・
八
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

41

B
a
ld
w
in
,
S
m
all
C
laim

s
in
th
e
C
ou
n
ty
C
ou
rts
in
E
n
glan
d
an
d
W
ales

参
照
。
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42

T
h
e
L
o
rd
W
o
lf,
A
ccess

to
Ju
stice

﹇In
terim

R
ep
o
rt
to
th
e
L
o
rd
C
h
a
n
cello

r
o
n
th
e
C
iv
il
Ju
stice

S
y
stem

in
E
n
g
la
n
d
a
n
d
W
a
les

﹈

1995
,

p
.100.

43

濱
野
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト

効
率
化
と
ア
ク
セ
ス
保
障

」

一

前
掲

一
六
頁
。

（
未
完

前
稿
（『
立
教
法
学
』
六
〇
号
）
の
訂
正

誤

正

一
頁

後
ろ
か
ら
二
行
目

一
九
七
〇
年
半
ば

一
九
七
〇
年
代
半
ば
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